
受診証明書の記載方法①
○受診証明書の作成を医療機関（病院・診療所・薬局等）に依頼する際、この説明書を医療機関に渡していただくとスムーズ

にお手続きいただけます。
○薬局に作成を依頼する場合は、あらかじめ病院又は診療所から受診証明書をもらっておくようにしてください。
◎医療機関におかれましては、受診証明書作成の際、下記を参考にしていただくようお願いします。

①～③患者の情報を記入してください。

④行った医療（販売した薬剤）に係る疾病名を記入してください。
　 その際、 当該疾病がワクチン接種を受けたことによるものであったかどうかは考慮・判
断いただく必要はありません。

 　薬局におかれては、病院又は診療所が作成した受診証明書に記載されている疾病名を
記入してください。

⑤病院又は診療所において医療を行った日数を月ごとに記入してください。欄が足りない
場合は別紙に記載しても構いません。

　 薬局におかれては記入不要です。

⑥「医療費」に記入する金額は「特殊医療費分」と「医療保険等自己負担額分」の合計です。

⑥「特殊医療費分」に記入する金額は、今回の疾病に関して行った免疫学的諸検査であっ
て医療保険対象外のものの負担額です。対象検査と上限額は次ページのとおりです。

⑥「医療保険等自己負担額分」に記入する金額は、保険適用の医療に係る窓口負担額です。
　・入院した際の食事療養標準負担額として負担した金額を含みます。
　・差額ベッド代や文書料（診断書、証明書等）など医療保険対象外の負担額は含みません。



特殊医療費分に係る諸検査一覧

受診証明書の記載方法②
領収証の見方

マルで囲んでいる部分の合計額が、受診証明書（請求書）の
「医療保険等自己負担額分」に記載する金額です。


